
JP 2015-134132 A 2015.7.27

10

(57)【要約】
【課題】挿入器具の挿入において好適な超音波画像を形
成する装置を提供する。
【解決手段】穿刺針の先端または先端近傍を視点として
対象組織Ｔを映し出した超音波前方画像が形成される。
対象組織Ｔが抽出された抽出ボリュームデータを利用す
ることにより、対象組織Ｔのみを明示した又は対象組織
Ｔを強調した超音波前方画像を形成することができる。
また、対象組織Ｔに加えて血管も抽出しておくことによ
り、対象組織Ｔの手前（穿刺針側）にある血管を示した
超音波前方画像を形成することができる。これにより、
対象組織Ｔの手前にある血管の位置を視覚的に確認しつ
つ、対象組織Ｔに向けて穿刺針を挿入することが可能に
なる。
【選択図】図３



(2) JP 2015-134132 A 2015.7.27

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受するプローブと、
　プローブを制御することにより対象組織を含む領域から複数のエコーデータを得る送受
信部と、
　複数のエコーデータに基づいて構成されるボリュームデータ内において、対象組織を抽
出することにより抽出ボリュームデータを得る抽出処理部と、
　対象組織に向けて挿入される挿入器具の位置情報と前記抽出ボリュームデータに基づい
て、挿入器具側からの視線により、挿入方向の前方にある対象組織を示した超音波前方画
像を形成する画像形成部と、
　を有する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記画像形成部は、前記位置情報に基づいて、前記超音波前方画像内に、挿入器具が到
達する予定位置を示す照準マークを形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の超音波診断装置において、
　前記画像形成部は、挿入器具の先端が到達する予定位置と当該先端が予定位置からずれ
る予想範囲を示した前記照準マークを形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　挿入器具の挿入状態を検知するセンサからの信号に基づいて、挿入器具の先端の位置情
報を得る位置情報取得部をさらに有し、
　前記画像形成部は、前記位置情報に基づいて、挿入器具の先端の移動に追従するように
視点を移動させつつ、当該視点からの視線により前記超音波前方画像を形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記抽出処理部は、前記ボリュームデータ内において、対象組織と血管を抽出すること
により前記抽出ボリュームデータを生成し、
　前記画像形成部は、挿入器具側からの視線により、挿入方向の前方において対象組織の
手前にある血管を含んだ前記超音波前方画像を形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記画像形成部は、挿入器具と対象組織を含む断面から得られる複数のエコーデータに
基づいて超音波断層画像を形成し、当該超音波断層画像と前記超音波前方画像に基づいて
表示画像を形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　複数のエコーデータに基づいて形成される画像内において、挿入器具の先端に対応した
画像位置を追跡する先端画像追跡部をさらに有する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記挿入器具は穿刺針であり、前記プローブに取り付けられた穿刺支援具により穿刺針
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が対象組織に向けて挿入され、
　前記穿刺支援具による穿刺針の挿入状態を検知するセンサからの信号に基づいて、前記
位置情報として穿刺針の先端の座標情報を得る、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記挿入器具は穿刺針であり、ユーザが把持する穿刺装置により穿刺針が対象組織に向
けて挿入され、
　前記穿刺装置による穿刺針の挿入状態を検知するセンサからの信号に基づいて、前記位
置情報として穿刺針の先端の座標情報を得る、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記挿入器具は穿刺針であり、アーム機構により駆動される穿刺装置により穿刺針が対
象組織に向けて挿入され、
　前記アーム機構の駆動状態を示す信号に基づいて、穿刺針の挿入状態を確認し、前記位
置情報として穿刺針の先端の座標情報を得る、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、穿刺針などの挿入器具の挿入において利用さ
れる超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置を利用した診断において、穿刺針により腫瘍などの異常組織から組織片
を採取し、その組織片を分析して病変等を診断する手法が知られている。また、腫瘍など
の異常組織に穿刺針を刺し、穿刺針からラジオ波を照射して異常組織を焼灼して治療する
ラジオ波焼灼治療（ＲＦＡ：Radio Frequency Ablation）なども知られている。
【０００３】
　穿刺針を利用した診断や治療において、超音波診断装置を利用することにより、被検者
の体内に挿入される穿刺針を視覚的に確認することができる。例えば、超音波診断装置に
より被検者の体内のＢモード画像を表示し、リアルタイムのＢモード画像内に映し出され
る対象組織と穿刺針の画像を見ながら、医師等のユーザが目標位置に向けて穿刺を行う。
医師等のユーザは、Ｂモード画像内に穿刺針が映し出されるように、超音波プローブと穿
刺針の位置や姿勢を調整しつつ、必要に応じて穿刺針の抜き差しを行うなどして、対象組
織への穿刺を行う。しかし、Ｂモード画像のみでは穿刺針の位置等を三次元的に把握する
ことが難しい。
【０００４】
　特許文献１には、穿刺針の先端に内蔵された位置センサにより穿刺針の先端の位置を確
認し、三次元空間内における穿刺針の先端の位置を視覚的に把握できるように、三次元空
間内に多数の断層画像を配置して表示する技術が開示されている。しかし、多数の断層画
像から直観的に穿刺針の先端の位置を三次元的に把握するのは容易ではない。
【０００５】
　ちなみに、特許文献２には、超音波診断装置を利用して得られる超音波画像と内視鏡を
利用して得られる内視画像に基づいて、広い領域に亘る超音波画像上に局所領域を表現し
た内視画像を合成した画像を表示する画期的な技術が開示されている。穿刺針などの挿入
器具を利用した診断や治療においても、医師等のユーザにとって好適な超音波画像の登場
が望まれている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－１１８９９８号公報
【特許文献２】特開２０１１－１０４０７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述した背景技術に鑑み、本願の発明者は、穿刺針などの挿入器具の挿入において参照
される超音波画像の改良について研究開発を重ねてきた。
【０００８】
　本発明は、その研究開発の過程において成されたものであり、その目的は、挿入器具の
挿入において好適な超音波画像を形成する装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的にかなう好適な超音波診断装置は、超音波を送受するプローブと、プローブを
制御することにより対象組織を含む領域から複数のエコーデータを得る送受信部と、複数
のエコーデータに基づいて構成されるボリュームデータ内において、対象組織を抽出する
ことにより抽出ボリュームデータを得る抽出処理部と、対象組織に向けて挿入される挿入
器具の位置情報と前記抽出ボリュームデータに基づいて、挿入器具側からの視線により、
挿入方向の前方にある対象組織を示した超音波前方画像を形成する画像形成部と、を有す
ることを特徴とする。
【００１０】
　上記超音波診断装置は、挿入器具側からの視線により、挿入方向の前方にある対象組織
を示した超音波前方画像を形成する。例えば、穿刺針などの挿入器具の先端またはその近
傍を視点として、対象組織を立体的に表現した超音波前方画像が形成される。ボリューム
データ内において対象組織が抽出されているため、例えば、対象組織のみを明示した又は
対象組織を強調した超音波前方画像を形成することができる。なお、対象組織の手前（挿
入器具側）にある血管等を表示するようにしてもよい。
【００１１】
　上記超音波診断装置によれば、例えば、医師等のユーザは、超音波前方画像により、穿
刺針等の挿入器具側から対象組織を視覚的に確認し、挿入器具と対象組織との間の位置関
係を直観的に把握することができる。
【００１２】
　望ましい具体例において、前記画像形成部は、前記位置情報に基づいて、前記超音波前
方画像内に、挿入器具が到達する予定位置を示す照準マークを形成する、ことを特徴とす
る。
【００１３】
　望ましい具体例において、前記画像形成部は、挿入器具の先端が到達する予定位置と当
該先端が予定位置からずれる予想範囲を示した前記照準マークを形成する、ことを特徴と
する。
【００１４】
　望ましい具体例において、前記超音波診断装置は、挿入器具の挿入状態を検知するセン
サからの信号に基づいて挿入器具の先端の位置情報を得る位置情報取得部をさらに有し、
前記画像形成部は、前記位置情報に基づいて、挿入器具の先端の移動に追従するように視
点を移動させつつ、当該視点からの視線により前記超音波前方画像を形成する、ことを特
徴とする。
【００１５】
　望ましい具体例において、前記抽出処理部は、前記ボリュームデータ内において対象組
織と血管を抽出することにより前記抽出ボリュームデータを生成し、前記画像形成部は、
挿入器具側からの視線により、挿入方向の前方において対象組織の手前にある血管を含ん
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だ前記超音波前方画像を形成する、ことを特徴とする。
【００１６】
　望ましい具体例において、前記画像形成部は、挿入器具と対象組織を含む断面から得ら
れる複数のエコーデータに基づいて超音波断層画像を形成し、当該超音波断層画像と前記
超音波前方画像に基づいて表示画像を形成する、ことを特徴とする。
【００１７】
　望ましい具体例において、複数のエコーデータに基づいて形成される画像内において、
挿入器具の先端に対応した画像位置を追跡する先端画像追跡部をさらに有する、ことを特
徴とする。
【００１８】
　望ましい具体例において、前記挿入器具は穿刺針であり、前記プローブに取り付けられ
た穿刺支援具により穿刺針が対象組織に向けて挿入され、前記穿刺支援具による穿刺針の
挿入状態を検知するセンサからの信号に基づいて、前記位置情報として穿刺針の先端の座
標情報を得る、ことを特徴とする。
【００１９】
　望ましい具体例において、前記挿入器具は穿刺針であり、ユーザが把持する穿刺装置に
より穿刺針が対象組織に向けて挿入され、前記穿刺装置による穿刺針の挿入状態を検知す
るセンサからの信号に基づいて、前記位置情報として穿刺針の先端の座標情報を得る、こ
とを特徴とする。
【００２０】
　望ましい具体例において、前記挿入器具は穿刺針であり、アーム機構により駆動される
穿刺装置により穿刺針が対象組織に向けて挿入され、前記アーム機構の駆動状態を示す信
号に基づいて、穿刺針の挿入状態を確認し、前記位置情報として穿刺針の先端の座標情報
を得る、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は、挿入器具の挿入において好適な超音波画像を形成する装置を提供する。例え
ば、本発明の好適な態様によれば、医師等のユーザは、超音波前方画像により、穿刺針等
の挿入器具側から対象組織を視覚的に確認し、挿入器具と対象組織との間の位置関係を直
観的に把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施において好適な超音波診断装置の全体構成を示す図である。
【図２】超音波前方画像の視点と視線を説明するための図である。
【図３】超音波前方画像の具体例を示す図である。
【図４】挿入状態に応じて変化する超音波前方画像の具体例を示す図である。
【図５】表示画像の具体例を示す図である。
【図６】穿刺針の挿入に利用されるハンドガンを示す図である。
【図７】アーム機構を備えた穿刺システムの具体例を示す図である。
【図８】穿刺針の先端のずれを説明するための図である。
【図９】穿刺針の調整を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、本発明の実施において好適な超音波診断装置の全体構成を示す図である。プロ
ーブ１０は、対象組織Ｔを含む三次元の診断領域内において超音波を送受波する超音波探
触子である。プローブ１０は、各々が超音波を送受する複数の振動素子を備えており、複
数の振動素子が送受信部１２によって送信制御されて送信ビームが形成される。また、複
数の振動素子が診断領域から反射された超音波を受波し、これにより得られた信号が送受
信部１２へ出力され、送受信部１２が受信ビームを形成する。
【００２４】
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　プローブ１０は、超音波ビーム（送信ビームと受信ビーム）を立体的に走査して三次元
の診断領域内からエコーデータを収集する３Ｄプローブである。例えば、一次元的に配列
された複数の振動素子（１Ｄアレイ振動子）によって電子的に形成される走査面を機械的
に動かすことにより超音波ビームが三次元的に走査される。また、二次元的に配列された
複数の振動素子（２Ｄアレイ振動子）を電子的に制御して超音波ビームが立体的に走査さ
れてもよい。
【００２５】
　送受信部１２は、プローブ１０が備える複数の振動素子の各々に対応した送信信号を供
給することにより、超音波の送信ビームが立体的に走査されるようにプローブ１０を送信
制御する。つまり、送受信部１２は、送信ビームフォーマの機能を備えている。
【００２６】
　また、送受信部１２は、プローブ１０が備える複数の振動素子の各々から得られる受信
信号に対して整相加算処理などを施すことにより、立体的に走査される送信ビームに追従
するように受信ビームを形成して、受信ビームに沿って複数のエコーデータを得る。つま
り、送受信部１２は、受信ビームフォーマの機能を備えている。
【００２７】
　送受信部１２により得られた各エコーデータは、そのエコーデータが得られた各位置（
各座標）に対応付けられてメモリに記憶される。そして、三次元の診断領域内における各
位置に対応付けられた複数のエコーデータによりボリュームデータが構成される。
【００２８】
　図１の超音波診断装置は、挿入器具の具体例である穿刺針Ｃを生体に挿入する診断や治
療に利用することができる。プローブ１０にはセンサＳが設けられている。センサＳは、
三次元空間内におけるプローブ１０の位置と方向を検知するデバイスである。センサＳの
具体例は磁気センサであるが、他の公知のデバイスが利用されてもよい。
【００２９】
　また、プローブ１０には、穿刺針Ｃの挿入を支援するガイドブラケットＧが取り付けら
れている。ガイドブラケットＧには、穿刺針Ｃを通す貫通孔または溝が設けられており、
その貫通孔または溝に沿って穿刺針Ｃが挿入される。つまり、ガイドブラケットＧにより
穿刺針Ｃの挿入方向が定められる。穿刺針Ｃは、例えば、生体内に挿入され、組織片の採
取や組織の治療などに利用される。なお、穿刺針Ｃの挿入は、例えば医師等の専門家によ
り慎重に行われるべきことは言うまでもない。
【００３０】
　ガイドブラケットＧには、穿刺針Ｃの挿入状態を検知するセンサＳ１，Ｓ２が設けられ
ている。センサＳ１は、例えば穿刺針Ｃを通す貫通孔または溝の出口近傍に配置され、ガ
イドブラケットＧから突き出る穿刺針Ｃの先端の初期位置を検出する。センサＳ１の具体
例は磁気式の位置センサであるが、他の公知のデバイスが利用されてもよい。一方、セン
サＳ２は、例えば穿刺針Ｃを通す貫通孔または溝の入口近傍に配置され、穿刺針Ｃの挿入
量（挿入方向の移動量）を検出する。センサＳ２の具体例は、機械式センサ、光学式セン
サまたは磁気式センサであるが、他の公知のデバイスが利用されてもよい。
【００３１】
　位置情報取得部２０は、例えば、センサＳ１によって検知される穿刺針Ｃの先端の初期
位置と、ガイドブラケットＧによる穿刺針Ｃの挿入方向と、センサＳ２によって検知され
る穿刺針Ｃの挿入量（挿入方向の移動量）に基づいて、挿入によって移動する穿刺針Ｃの
先端の位置情報を得る。例えば、プローブ１０に対するガイドブラケットＧの取り付け位
置と穿刺針Ｃの挿入方向が既知であれば、センサＳ１，Ｓ２から得られる検知結果に基づ
いて、プローブ１０を基準とする座標系において、穿刺針Ｃの先端の位置情報を得ること
ができる。つまり、プローブ１０を利用して得られるボリュームデータ内における穿刺針
Ｃの先端の位置情報を得ることができる。
【００３２】
　なお、位置情報取得部２０は、センサＳ１，Ｓ２による検知結果に加え、例えば、セン
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サＳによって検知されるプローブ１０の位置と方向に基づいて、ボリュームデータ内にお
ける穿刺針Ｃの先端の位置情報を得るようにしてもよい。
【００３３】
　抽出処理部３０は、複数のエコーデータに基づいて構成されるボリュームデータ内にお
いて、対象組織Ｔを抽出することにより抽出ボリュームデータを得る。また、抽出処理部
３０は、ボリュームデータ内において、対象組織Ｔに加えて血管も抽出することが望まし
い。対象組織Ｔと血管の抽出にあたっては、各種の画像処理を利用することができる。
【００３４】
　抽出処理部３０は、例えば、三次元コントラストエコー法や三次元組織弾性イメージン
グ法などを利用して得られるデータに基づいて、対象組織Ｔに対応したエコーデータを特
定する。また、抽出処理部２０は、例えば、ドプラ法または血管造影法などを利用して得
られるデータに基づいて、血管に対応したエコーデータを特定する。なお、ボリュームデ
ータを構成する各エコーデータの大きさに基づいて、例えば閾値等を利用した識別処理に
より、対象組織Ｔに対応したエコーデータと血管に対応したエコーデータが特定されても
よい。また、医師等のユーザにより、対象組織Ｔと血管に対応した画像部分が指定され、
その指定に基づいて、抽出処理部３０がボリュームデータ内で、対象組織Ｔに対応したエ
コーデータと血管に対応したエコーデータを特定してもよい。
【００３５】
　画像形成部４０は、抽出処理部３０から得られる抽出ボリュームデータと、位置情報取
得部２０から得られる穿刺針Ｃの先端の位置情報に基づいて、穿刺針Ｃ側からの視線によ
り、挿入方向の前方にある対象組織Ｔを示した超音波前方画像を形成する。また、画像形
成部４０は、穿刺針Ｃと対象組織Ｔを含む断面から得られる複数のエコーデータに基づい
て超音波断層画像を形成する。そして、画像形成部４０は、超音波前方画像と超音波断層
画像に基づいて表示画像を形成し、その表示画像が表示部４２に表示される。
【００３６】
　先端画像追跡部５０は、複数のエコーデータに基づいて形成される画像内において、穿
刺針Ｃの先端に対応した画像位置を追跡する。穿刺針Ｃの先端は、比較的高輝度な超音波
反射体であるため、先端画像追跡部５０は、例えばエコーデータの大きさ（輝度値）に基
づいて、穿刺針Ｃの先端に対応したエコーデータを特定する。先端画像追跡部５０は、三
次元のボリュームデータ内において穿刺針Ｃの先端に対応したエコーデータを追跡しても
よいし、穿刺針Ｃと対象組織Ｔを含む断面内において穿刺針Ｃの先端に対応したエコーデ
ータを追跡してもよい。
【００３７】
　制御部６０は、図１に示す超音波診断装置内を全体的に制御する。図１に示す各構成（
各機能ブロック）のうち、送受信部１２，位置情報取得部２０，抽出処理部３０，画像形
成部４０，先端画像追跡部５０は、それぞれ、例えば、電気電子回路やプロセッサ等のハ
ードウェアを利用して実現することができ、その実現において必要に応じてメモリ等のデ
バイスが利用されてもよい。また、表示部４２の好適な具体例は液晶ディスプレイ等であ
る。そして、制御部６０は、例えば、ＣＰＵやプロセッサやメモリ等のハードウェアと、
ＣＰＵやプロセッサの動作を規定するソフトウェア（プログラム）との協働により実現す
ることができる。
【００３８】
　図１の超音波診断装置の全体構成は以上のとおりである。次に、図１の超音波診断装置
による実現される機能等について詳述する。なお、図１に示した構成（機能ブロック）に
ついては、以下の説明において図１の符号を利用する。
【００３９】
　図２は、超音波前方画像の視点と視線を説明するための図である。図２には、対象組織
Ｔに向けて挿入される穿刺針Ｃが図示されている。画像形成部４０は、対象組織Ｔが抽出
された抽出ボリュームデータと、穿刺針Ｃの先端の位置情報に基づいて、穿刺針Ｃ側から
の視線により、穿刺針Ｃの挿入方向の前方にある対象組織Ｔを示した超音波前方画像を形
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成する。例えば、穿刺針Ｃの先端または先端近傍を視点としたボリュームレンダリング処
理により超音波前方画像が形成される。これにより、遠近感のある超音波前方画像を形成
することができる。もちろん、ボリュームレンダリング処理とは異なる他の画像形成処理
により超音波前方画像が形成されてもよい。
【００４０】
　図３は、超音波前方画像の具体例を示す図である。図３＜Ａ＞には、穿刺針の先端また
は先端近傍を視点として対象組織Ｔを映し出した超音波前方画像が図示されている。画像
形成部４０は、対象組織Ｔが抽出された抽出ボリュームデータを利用しているため、例え
ば、対象組織Ｔのみを明示した又は対象組織Ｔを強調した超音波前方画像を形成すること
ができる。
【００４１】
　なお、抽出処理部３０において対象組織Ｔに加えて血管も抽出しておくことにより、図
３＜Ｂ＞に示すように、対象組織Ｔの手前（穿刺針側）にある血管を示した超音波前方画
像を形成することができる。これにより、対象組織Ｔの手前にある血管の位置を視覚的に
確認しつつ、対象組織Ｔに向けて穿刺針を挿入することが可能になる。
【００４２】
　また、画像形成部４０は、位置情報取得部２０から得られる穿刺針の先端の位置情報に
基づいて、超音波前方画像内に、穿刺針の先端が到達する予定位置を示す照準マークＭを
形成してもよい。例えば、図３に示すように、プラス（＋）形状の破線マークの交点によ
り、穿刺針の先端が到達する予定位置を示し、穿刺針の先端が予定位置からずれる予想範
囲を円形の破線マークで示した照準マークＭが形成される。これにより、いわゆるガンサ
イト（ＧＵＮＳＩＧＨＴ）と呼ばれる視点による超音波画像が実現できる。なお、図３に
示す照準マークＭの表示態様はあくまでも一つの具体例に過ぎず、他の表示態様が利用さ
れてもよい。
【００４３】
　図４は、穿刺針の挿入状態に応じて変化する超音波前方画像の具体例を示す図である。
穿刺針が挿入されている最中に、画像形成部４０は、位置情報取得部２０から得られる位
置情報に基づいて、穿刺針の先端の移動に追従するように視点を移動させつつ、その視点
からの視線により超音波前方画像を形成する。これにより、例えば、図４に示すように、
穿刺針の先端が対象組織Ｔに接近するに従って対象組織Ｔが徐々に大きく表示され、対象
組織Ｔと穿刺針の位置関係を直観的に把握することができるようになる。
【００４４】
　また、画像形成部４０は、穿刺針の先端から対象組織Ｔまでの距離に基づいて、穿刺針
の先端が到達する予想範囲を決定して照準マークＭを形成することが望ましい。これによ
り、例えば、穿刺針の先端が対象組織Ｔに接近するに従って、円形の破線マークで示され
る予想範囲が徐々に小さくなる照準マークＭが形成され、これにより、穿刺の予定位置に
加えて穿刺の精度に係る情報を視覚的に把握することが可能になる。
【００４５】
　図５は、表示画像４４の具体例を示す図である。画像形成部４０は、超音波前方画像に
加え、穿刺針Ｃと対象組織Ｔを含む断面から得られる複数のエコーデータに基づいて超音
波断層画像を形成することが望ましい。そして、画像形成部４０は、超音波前方画像と超
音波断層画像に基づいて、例えば図５に示す表示画像４４を形成する。
【００４６】
　図５の表示画像４４を表示することにより、例えば、超音波断層画像により穿刺針Ｃか
ら対象組織Ｔまでの距離を視覚的に確認しつつ、超音波前方画像により穿刺の予定位置や
穿刺の精度に係る情報を視覚的に把握することが可能になる。また、腫瘍表面、或いは腫
瘍内部のターゲットとなる位置と穿刺針先端間の距離を演算して表示することもできる。
また、プログレスバーのようなインジケータを表示して、ターゲットまでの距離を視覚的
に理解しやすいようにすることもできる。
【００４７】
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　なお、超音波前方画像として、血管を表示せずに対象組織Ｔを表示した超音波前方画像
Ａと、対象組織Ｔの手前（穿刺針側）にある血管も示した超音波前方画像Ｂを形成し、図
５に示すように、超音波前方画像Ａと超音波前方画像Ｂを並べて表示した表示画像４４が
形成されてもよいし、超音波前方画像Ａと超音波前方画像Ｂのいずれか一方を選択的に表
示する表示画像４４が形成されてもよい。
【００４８】
　図１には、ガイドブラケットＧを利用して穿刺針Ｃを挿入する具体例を示したが、ガイ
ドブラケットＧに代えて、他の機器または装置を利用して穿刺針Ｃが挿入されてもよい。
【００４９】
　図６は、穿刺針Ｃの挿入に利用されるハンドガンＨを示す図である。ハンドガンＨは、
医師等のユーザが把持して利用する装置であり、例えば、ハンドガンＨが備えるトリガを
ユーザが前後に操作することにより、穿刺針Ｃが挿入され、穿刺針Ｃが抜き出される。例
えば、トリガを動かす量に応じた速度で穿刺針の挿入と抜き出しが行われる。
【００５０】
　また、例えばハンドガンＨの先端に設けられたセンサにより、ハンドガンＨの位置と方
向が検知され、穿刺針Ｃの先端の初期位置や挿入方向が確認される。さらに、ハンドガン
Ｈによる穿刺針の抜き差しを、例えばマイクロステッピングモータなどを利用して行う構
成とすることにより、当該モータの駆動量により穿刺針Ｃの挿入量（挿入方向の移動量）
を確認することができる。
【００５１】
　位置情報取得部２０は、ハンドガンＨから得られる穿刺針Ｃの先端の初期位置と穿刺針
Ｃの挿入方向と穿刺針Ｃの挿入量に基づいて、挿入によって移動する穿刺針Ｃの先端の位
置情報を得る。なお、ハンドガンＨを利用する場合には、例えば、センサＳ（図１）から
得られるプローブ１０の位置と方向に基づいてプローブ１０を基準とする座標系が特定さ
れ、ハンドガンＨを基準とする座標系との間において、座標系を一致させる処理（座標変
換処理）を行うことにより、プローブ１０を基準としたボリュームデータ内における穿刺
針Ｃの先端の位置情報を得ることができる。
【００５２】
　ハンドガンＨを利用することにより、例えば、医師等のユーザが、一方の手でハンドガ
ンＨを操作し、他方の手でプローブ１０を操作できるため、一人の作業で穿刺針Ｃの挿入
を実現することができる。これにより、プローブにセットされたガイドブラケットを用い
ずに穿刺することができ、最適なエコー画像を描出しながら、最も穿刺しやすい位置から
の穿刺が可能となる。
【００５３】
　図７は、アーム機構Ａを備えた穿刺システムの具体例を示す図である。図７に示す穿刺
システムにおいては、ハンドガンＨ（例えば図６のハンドガンＨ）がアーム機構Ａにより
駆動され、ハンドガンＨにより穿刺針の抜き差しが行われる。そして、例えば、アーム機
構Ａのアームジョイントにおける回転や角度を検出するエンコーダから得られる情報に基
づいて、ハンドガンＨの位置と方向、つまり穿刺針の先端の初期位置や挿入方向が確認さ
れる。さらに、ハンドガンＨによる穿刺針の抜き差しを、例えばマイクロステッピングモ
ータなどを利用して行う構成とすることにより、当該モータの駆動量により穿刺針Ｃの挿
入量（挿入方向の移動量）を確認することができる。
【００５４】
　位置情報取得部２０は、アーム機構Ａから得られる穿刺針Ｃの先端の初期位置と穿刺針
Ｃの挿入方向と、ハンドガンＨから得られる穿刺針Ｃの挿入量に基づいて、挿入によって
移動する穿刺針Ｃの先端の位置情報を得る。なお、図７に示す穿刺システムにおいても、
例えば、センサＳ（図１）から得られるプローブ１０の位置と方向に基づいてプローブ１
０を基準とする座標系が特定され、ハンドガンＨを基準とする座標系との間において、座
標系を一致させる処理（座標変換処理）を行うことにより、プローブ１０を基準としたボ
リュームデータ内における穿刺針Ｃの先端の位置情報を得ることができる。
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【００５５】
　位置情報取得部２０は、センサＳ１，Ｓ２，Ｓ（図１）から得られる信号、ハンドガン
Ｈ（図６，図７）から得られる信号、アーム機構Ａ（図７）から得られる信号を利用し、
穿刺針が直線的に挿入されることを前提に、穿刺針の先端の位置情報を導出している。そ
のため、挿入において穿刺針が生体内で曲がってしまった場合には、位置情報取得部２０
において得られる位置情報が、実際の穿刺針の先端の位置からずれてしまう場合がある。
【００５６】
　図８は、穿刺針Ｃの先端のずれを説明するための図である。図８において、実線で示す
穿刺針Ｃは、対象組織Ｔに向けて挿入された実際の穿刺針Ｃであり、挿入において穿刺針
Ｃが生体内で曲がってしまった具体例を示している。一方、破線で示す予想進路は、位置
情報取得部２０から得られる穿刺針Ｃの先端の位置情報に基づく進路であり、直線となっ
ている。このように、位置情報取得部２０において得られる位置情報が、実際の穿刺針Ｃ
の先端の位置からずれてしまう場合がある。
【００５７】
　そこで、先端画像追跡部５０（図１）により、穿刺針Ｃの先端に対応した画像位置が追
跡される。これにより、実際の穿刺針Ｃの先端の位置情報を確認することができる。例え
ば、実際の穿刺針Ｃの先端の位置情報に基づいて、生体内における穿刺針Ｃの撓み量を算
出し、その撓み量に基づいて、位置情報取得部２０における位置情報を修正するようにし
てもよい。なお、穿刺針Ｃの先端に例えば超音波センサを組み込んで、その超音波センサ
からの情報に基づいて、実際の穿刺針Ｃの先端の位置を確認するようにしてもよい。さら
に、例えば、穿刺針Ｃの撓みを低減するように、穿刺針Ｃの挿入が調整されてもよい。
【００５８】
　図９は、穿刺針Ｃの調整を説明するための図である。例えば、穿刺針Ｃの撓み量が比較
的大きく、穿刺針Ｃが比較的大きく曲がっていると判断される場合に、穿刺針Ｃを回転さ
せるなどして、穿刺針Ｃの曲がりを調整するようにしてもよい。例えば、ガイドブラケッ
トＧ（図１）やハンドガンＨ（図６，図７）に、穿刺針Ｃを回転させる機構を設けてもよ
い。さらに、穿刺針Ｃの撓み量に応じて、穿刺針Ｃを回転させる機構を制御し、穿刺針Ｃ
が直線的に進むように調整されてもよい。
【００５９】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施形態は、あらゆる点で単な
る例示にすぎず、本発明の範囲を限定するものではない。本発明は、その本質を逸脱しな
い範囲で各種の変形形態を包含する。
【符号の説明】
【００６０】
　１０　プローブ、１２　送受信部、２０　位置情報取得部、３０　抽出処理部、４０　
画像形成部、５０　先端画像追跡部、６０　制御部。
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